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福島第一原発事故による避難者の損害賠償請求訴訟千葉地裁判決を

受けての会長声明 
    

１ 本日，千葉地方裁判所は，全国で起こされている東京電力福島第一原子力発電所

事故（以下，「福島第一原発事故」または「本件原発事故」という）による被害の

賠償を求める集団訴訟の中で，本年３月１７日の前橋地方裁判所の判決に続いて，

全国で二例目の判決を言い渡した。 

  この訴訟は２０１１年３月１１日に発生した福島第一原発事故により福島県か

ら千葉県に避難を強いられた原告が，事故を起こした国と東京電力ホールディング

ス株式会社（以下，「東京電力」という）に対し，その法的責任を認めさせ，避難

により失ったふるさと，仕事や生活基盤，住まい等，あらゆる被害の回復のために，

これらを損害として評価し賠償を求めて千葉地方裁判所に起こしたものである。 

２ 本判決は，本件事故以前，遅くとも平成１８年までには，国は，福島第一原発に

おいて全交流電源喪失をもたらし得る程度の地震及びこれに随伴する津波が発生

する可能性を予見することができたというべきであるとしながら，資金や人材等が

有限であり結果回避措置の内容や時期等については規制行政庁の専門的判断にゆ

だねられ，様々採り得る規制措置・手段のうち，本件事故後と同様の規制措置を講

ずべき作為義務が一義的に導かれるとはいえないとして，原告らが主張していた規

制権限不行使の違法性を否定した（なお，東京電力に対しては，原子力損害賠償法

に基づき無過失の賠償責任が認められている）。 

しかしながら，このような結論は，原子力施設においては，いわゆる伊方原発訴

訟最高裁判決（平成４年１０月２９日・民集４６巻７号１１７４頁）が判示すると

おり深刻な災害が「万が一にも起こらないようにするため」の安全対策が求められ

ており国はそのために適時かつ適切に規制権限を行使する必要があったことから

すれば，容認できない。 

３ 当会は，２０１２（平成２４）年９月１２日，「東京電力福島第一原子力発電所

事故に関する損害賠償手続についての国及び東京電力株式会社に対する意見書」を

公表し，そこで，国と東京電力に対し，当該原発事故の本質を直視し，現状を正し

く認識したうえで，被害者の失われた生活基盤の回復のための正当な賠償を行うこ

とを求めた。このような当会の意見は，もともと原子力損害賠償紛争審査会が定め

た「東京電力株式会社福島第一，第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の

判定等に関する中間指針」等（以下，「中間指針等」という）の国が被害者の個別

事情を考慮せず定型的に決めた賠償基準だけが独り歩きし，この間，東京電力が中
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間指針等をあたかも支払いの上限額のように見なして対応していることに起因す

る。 

  本判決は，前記中間指針等の賠償基準には必ずしも拘泥せず，「従前暮らしてい

た生活の本拠や，自己の人格を形成，発展させていく地域コミュニティ等の生活基

盤を喪失したことによる精神的苦痛，相当期間にわたり長年住み慣れた住居及び地

域における生活の断念を余儀なくされたことによる精神的苦痛など，本件事故によ

り生じる様々な精神的苦痛に係る損害のうち，避難生活に伴う慰謝料では補填しき

れないものについては，ふるさと喪失慰謝料と呼称するかどうかはともかく，本件

事故と相当因果関係のある精神的損害として,賠償の対象となるべきである」とし，

また，本件原発事故による避難指示区域以外からの避難者（以下，「区域外避難者」

という）については「避難の合理性が認められる場合には，避難をした者の個別・

具体的な事情に応じて，避難により生じた相当な範囲の損害が賠償の対象となり得

る」とした。 

４ 本判決は,損害論について一部評価すべき点が見られるものの,国の責任を否定

するなど,不当な判決といわざるをえない。 

福島第一原発事故後，６年６ヶ月以上が経過した。いまだ全国には８万人以上の

避難者が苦しい避難生活を余儀なくされている。 

当会は，本判決を受けて，あらためて国と東京電力に対し，すみやかに本件原発

事故の個々の被害者の被害の実態に沿った生活基盤の回復のための必要かつ十分

な賠償を行うよう求める。また，区域外避難者に関しては，本年３月３１日に民間

借り上げ住宅の無償供与が打ち切りとなっているが，当会は，その避難者のおかれ

た被害の実情を踏まえ，無償供与の打ち切りに反対し恒久的な住宅支援策を講じる

よう国に求めているところであり（２０１６（平成２８）年１２月９日「区域外避

難者への住宅無償供与打ち切りに反対し、原発事故避難者 の恒久的な住宅支援策

を講じることを求める会長声明」），当会は，本判決を受けて，あらためて国に対

してこれらの要請にすみやかに対応するよう求めるものである。 
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